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政治倫理審査会が意見書提出
資産報告公表

10

1 

福
智
町
政
治
倫
理
条
例（
以
下「
条
例
」と

い
う
）第
４
条
が
定
め
る
資
産
報
告
書
の
提

出
義
務
者
は
、
町
長
、
副
町
長
お
よ
び
教
育

長（
以
下「
町
長
等
」と
い
う
）の
３
人
お
よ

び
町
議
会
議
員（
以
下「
議
員
」と
い
う
）19

人
の
計
22
人
。
こ
の
う
ち
、
町
長
等
は
町
長

に
、
議
員
に
つ
い
て
は
19
人
が
議
長
に
５
月

31
日
ま
で
に
報
告
書
を
提
出
し
た
。

2 

町
長
等
の
配
偶
者
お
よ
び
扶
養
ま
た
は

同
居
の
親
族（
以
下「
配
偶
者
等
」と
い
う
。）

５
人
お
よ
び
、
議
員
の
配
偶
者
等
44
人
の
資

産
報
告
書
は
期
限
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
。

1 

提
出
義
務
者（
町
長
等
３
人
・
議
員
19
人
）

計
22
人

2 

配
偶
者（
町
長
等
の
配
偶
者
３
人
・
議
員

の
配
偶
者
17
人
）
計
20
人

3 

扶
養
ま
た
は
同
居
の
親
族（
町
長
等
の
扶

養
ま
た
は
同
居
の
親
族
２
人
・
議
員
の
扶
養

ま
た
は
同
居
の
親
族
27
人
）
計
29
人

総
計
71
人（
平
成
24
年
５
月
31
日
現
在
）

　

審
査
会
は
、
６
月
15
日
付
け
で
条
例
第
８

条
に
基
づ
き
町
長
よ
り
資
産
報
告
書
の
審
査

を
求
め
ら
れ
、
次
の
と
お
り
審
査
会
を
開
催

し
た
。（
会
場
は
福
智
町
役
場
本
庁
舎
）

1
７
月
９
日
「
審
査
方
法
、ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の

確
認
お
よ
び
資
産
報
告
書
審
査
」

2
７
月
18
日
「
資
産
報
告
書
審
査
」

3
７
月
30
日
「
資
産
報
告
書
審
査
」

4
８
月
６
日
「
資
産
報
告
書
審
査
」

5
８
月
16
日
「
資
産
報
告
書
審
査
」

6
８
月
23
日
「
資
産
報
告
書
審
査
」

7
８
月
31
日
「
意
見
書
作
成
」

1
資
産
等
報
告
書
の
各
項
目
に
対
す
る
個

別
調
査
、
関
連
項
目
の
精
査
照
合
を
行
っ
た
。

2 

報
告
書
の
記
載
事
項
の
う
ち
不
明
な
点

に
つ
い
て
は
当
該
提
出
義
務
者
に
照
会
し
、

回
答
を
求
め
た
。

3 

今
回
は
福
智
町
と
し
て
７
回
目
の
審
査

で
、
町
長
等
お
よ
び
議
員
19
人
全
員
の
前
年

度
と
の
比
較
審
査
を
行
っ
た
。

　

当
審
査
会
が
資
産
報
告
書
を
審
査
し
た

結
果
、
最
終
的
に
虚
偽
の
報
告
お
よ
び
、
調

査
に
協
力
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
は
な

か
っ
た
。
昨
年
の
審
査
結
果
で
税
等
の
滞
納

者
１
名
に
つ
い
て
は
、
完
済
し
て
い
る
。

1 

４
年
前
か
ら
、
預
貯
金
に
お
い
て
、
報

告
書
提
出
時
に
通
帳
の
コ
ピ
ー
を
添
付
し
て

も
ら
う
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
審
査
会
で
預

金
の
残
高
証
明
が
望
ま
し
い
と
の
意
見
に
よ

り
、
費
用
は
か
か
る
が
預
金
の
残
高
証
明
を

提
出
し
て
も
ら
い
た
い
。

2 

出
資
金
な
ど
の
あ
る
資
産
等
報
告
書
提

出
義
務
者
は
、
有
価
証
券
欄
に
そ
の
内
容
を

記
載
す
る
こ
と
。

3 

企
業
そ
の
他
の
団
体
に
お
け
る
地
位
お

よ
び
肩
書
欄
の
記
載
漏
れ
が
あ
る
た
め
、
漏

れ
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
報
酬

の
有
無
ま
で
記
載
す
る
こ
と
。

4 

農
業
収
入
の
記
載
漏
れ
が
あ
る
た
め
、

漏
れ
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

5 

５
０
万
円
以
上
の
動
産
の
記
載
漏
れ
が

あ
る
た
め
、
漏
れ
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

1 

提
出
義
務
者
は
、
今
年
度
の
指
摘
事
項

に
留
意
し
、
十
分
な
証
明
書
類
の
添
付
、

よ
り
正
確
な
記
載
の
努
力
を
さ
れ
た
い
。

2 

条
例
お
よ
び
規
則
に
不
備
が
見
受
け
ら

れ
る
の
で
公
正
な
政
治
倫
理
を
求
め
て
、
こ

れ
ら
の
点
は
整
備
す
べ
き
で
あ
る
。た
だ
し
、

条
例
改
正
は
議
決
を
要
す
る
の
で
規
則
の

改
正
か
ら
行
っ
て
い
た
だ
く
。

3 

資
産
等
報
告
書
は
、
町
民
で
あ
れ
ば
福

智
町
役
場
で
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
が
、
閲
覧

者
が
訪
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
よ
り
多

く
の
人
に
報
告
書
を
見
て
い
た
だ
く
た
め
、

当
審
査
会
は
、
意
見
書
お
よ
び
資
産
報
告

書
の
ま
と
め
を
町
広
報
誌
へ
掲
載
す
る
。

※
以
上
の
文
章
は
、
福
智
町
政
治
倫
理
審

査
会（
平
野
健
会
長
、
林
勝
馬
副
会
長
、
木

村
幸
子
委
員
、
加
藤
高
弘
委
員
、
貞
光
節

生
委
員
）
か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見
書
を
、

ほ
ぼ
原
文
ど
お
り
掲
載
し
て
い
ま
す
。

区分
土地 建物 不動産に関する権利

５百万円
未満

５百万円以上
１千万円未満

１千万円
以上 該当なし ５百万円

未満
５百万円以上
１千万円未満

１千万円
以上 該当なし ５百万円

未満
５百万円以上
１千万円未満

１千万円
以上 該当なし

本　人 6 7 4 5 7 9 2 4 1 0 0 21
配偶者 2 1 1 16 3 1 0 16 0 0 0 20
親　族 2 0 0 27 3 0 0 26 0 0 0 29
合　計 10 8 5 48 13 10 2 46 1 0 0 70

資産

区分
預貯金 動産 信託

５百万円
未満

５百万円以上
１千万円未満

１千万円
以上 該当なし ５百万円

未満
５百万円以上
１千万円未満

１千万円
以上 該当なし ５百万円

未満
５百万円以上
１千万円未満

１千万円
以上 該当なし

本　人 15 3 4 0 14 1 2 5 0 1 0 21
配偶者 11 2 2 5 8 0 0 12 0 1 0 19
親　族 13 1 1 14 12 1 0 16 0 0 0 29
合　計 39 6 7 19 34 2 2 33 0 2 0 69

区分
有価証券 ゴルフ会員権 貸付金

５百万円
未満

５百万円以上
１千万円未満

１千万円
以上 該当なし ５百万円

未満
５百万円以上
１千万円未満

１千万円
以上 該当なし ５百万円

未満
５百万円以上
１千万円未満

１千万円
以上 該当なし

本　人 9 2 0 11 3 0 0 19 0 0 2 20
配偶者 3 0 0 17 0 0 0 20 0 0 1 19
親　族 1 0 0 28 0 0 0 29 0 0 0 29
合　計 13 2 0 56 3 0 0 68 0 0 3 68

区分
借入金 保証債務 貯蓄性保険

５百万円
未満

５百万円以上
１千万円未満

１千万円
以上 該当なし ５百万円

未満
５百万円以上
１千万円未満

１千万円
以上 該当なし ５百万円

未満
５百万円以上
１千万円未満

１千万円
以上 該当なし

本　人 2 2 0 18 1 0 0 21 7 0 2 13
配偶者 1 1 0 18 0 0 0 20 4 0 0 16
親　族 0 0 0 29 0 0 0 29 3 0 0 26
合　計 3 3 0 65 1 0 0 70 14 0 2 55

報告義務者本人 22人／その配偶者 20人／その親族 29人／計 71人

資
産
報
告
書
の
提
出
・
記
載
状
況

１

資
産
報
告
書
の
提
出
者

２

審
査
会
開
催
状
況

３

審
査
方
法

４

審
査
結
果

５

指
摘
事
項

６

む
す
び

７

▶以下資産報告書の記載状況

町
長
や
議
員
な
ど
の
資
産
報
告
を
受
け
、
福
智
町
政
治
倫
理
条
例
に
基
づ
く
審
査
が
７
月
か
ら

７
回
行
わ
れ
、
９
月
12
日
に
審
査
会
の
平
野
健
会
長
が
浦
田
町
長
に
意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

こ
こ
で
、
そ
の
内
容
と
資
産
報
告
の
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

政
治
倫
理
審
査
会
が
意
見
書
提
出

政
治
倫
理
審
査
会
が
意
見
書
提
出


